
●
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
費

助
成
制
度

　

重
度
心
身
障
害

児（
者
）の
保
健
の

向
上
に
寄
与
し
、

福
祉
の
増
進
を
図

る
た
め
医
療
費
の

助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
（
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
）

　

平
成
18
年
８
月
1
日
よ
り
和
歌
山

県
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
費
の

制
度
改
正
に
よ
り
、
65
歳
以
上
で
新
た

に
重
度
心
身
障
害
者
に
な
ら
れ
た
方

は
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
費
制

度
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

●
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
保
健
の
向
上

に
寄
与
し
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
、
父
ま
た
母
及
び
児
童
に
対
し
医

療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

該
当
さ
れ
る
方
は
申
請
し
て
く
だ

さ
い
（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

●
乳
幼
児
医
療
費
・
子
ど
も
医
療
費

助
成
制
度

　

子
育
て
に
伴
う
保
護
者
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
に
図
り
、
少
子
化
対
策
、

乳
幼
児
・
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
た

め
、
医
療
費
の
助
成
を
中
学
校
卒
業

の
3
月
末
日
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

該
当
さ
れ
る
方
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
（
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
就
学
前
の
乳
幼
児
の
保
護
者
の

み
所
得
の
確
認
を
し
て
い
ま
す
）

●
老
人
医
療
費
助
成
制
度

　

老
人
医
療
は
67
歳
か
ら
69
歳
の

方
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
の
割
合

が
３
割
か
ら
１
割
に
減
額
で
き
る
助

成
制
度
で
、
次
の
①
〜
⑤
の
す
べ
て

の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方
を
対
象
に

行
っ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
と
あ
な
た
の
世
帯
全
員
が
町

民
税
を
課
さ
れ
て
い
な
い
と
き
（
住

民
税
非
課
税
世
帯
）

※
同
じ
世
帯
に
所
得
の
申
告
を
し
て

い
な
い
方
が
い
る
場
合
、
課
税
世

帯
扱
い
に
な
り
ま
す
。

②
あ
な
た
と
あ
な
た
の
世
帯
全
員
の

前
年
1
年
間
の
収
入
の
合
計
金
額

が
次
の
基
準
以
下
で
あ
る
と
き
。

以
下
１
人
増
え
る
ご
と
に
40
万
円
加
算
。

※
収
入
の
中
に
は
、
遺
族
年
金
・
遺

族
恩
給
・
障
害
年
金
・
老
齢
福
祉

年
金
・
雇
用
保
険
・
福
祉
給
付
金

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
収
入
が
含
ま
れ

ま
す
。

③
あ
な
た
と
あ
な
た
の
世
帯
全
員
の

金
融
資
産
が
、
次
の
基
準
額
以
内

で
あ
る
と
き
。

・
あ
な
た
の
預
貯
金
、
国
債
、
株
式

な
ど
の
有
価
証
券
の
合
計
額
が

３
５
０
万
円
ま
で
。

・
世
帯
全
員
で
所
有
す
る
預
貯
金
、

国
債
、
株
式
な
ど
の
有
価
証
券
の

合
計
額
が
３
５
０
万
円
×
世
帯
人

数
ま
で
。

④
あ
な
た
と
あ
な
た
の
世
帯
全
員
が

活
用
で
き
る
資
産
を
所
有
し
て
い

な
い
と
き
。

・
今
現
在
住
ん
で
い
る
土
地
家
屋
は

除
き
、
活
用
で
き
る
不
動
産
等
の

資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
。

⑤
あ
な
た
が
あ
な
た
の
世
帯
以
外
の

世
帯
に
属
す
る
方
か
ら
扶
養
を
う

け
て
い
な
い
と
き
。

・
所
得
税
、
町
県
民
税
の
扶
養
親
族

と
な
っ
て
い
な
い
。

・
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
の
被

扶
養
者
と
な
っ
て
い
な
い
。

詳
し
く
は
、
住
民
環
境
課
国
保
年
金

係
（
☎
６
４
・
１
１
０
２
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
新
た
に

手
当
を
受
け
取
れ
る
場
合

・
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る

祖
父
母
等
が
、
低
額
の
老
齢

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

・
父
子
家
庭
で
、
お
子
さ
ん
が

低
額
の
遺
族
厚
生
年
金
の
み

を
受
給
し
て
い
る
場
合

・
母
子
家
庭
で
、
離
婚
後
に
父

が
死
亡
し
、
お
子
さ
ん
が
低

額
の
遺
族
厚
生
年
金
の
み
を

受
給
し
て
い
る
場
合
な
ど

こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
※
を
受
給
す
る
方
は
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
26
年
12
月
以
降
は
、
年
金
額

が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
方
は
、
そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町

村
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

※
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族
補
償

な
ど

支
給
開
始
日

◆
手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら

支
給
開
始
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
た
こ
と
に
よ

り
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で

き
な
か
っ
た
方
の
う
ち
、
平

成
26
年
12
月
1
日
に
支
給
要

件
を
満
た
し
て
い
る
方
が
、

平
成
27
年
3
月
ま
で
に
申
請

し
た
場
合
は
、
平
成
26
年
12

月
分
の
手
当
か
ら
受
給
で
き

ま
す
。

◆
平
成
26
年
12
月
〜
平
成
27
年

3
月
分
の
手
当
は
、
平
成
27

年
4
月
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

申
請
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課　

児
童
係

☎
６
４
・
１
１
２
０

各
種
医
療
費

各
種
医
療
費
のの
助
成
制
度

助
成
制
度
にに
つ
い
て

つ
い
て

厚
生
労
働
省
か
ら
大
切
な
お
知
ら
せ
で
す

平
成
26
年
12
月
１
日
か
ら

「
児
童
扶
養
手
当
法
」の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
す

参
考
：
児
童
扶
養
手
当
の
月
額

（
平
成
26
年
4
月
〜
）

・
子
ど
も
１
人
の
場
合

　

全
部
支
給 

４
１
，
０
２
０
円

　

一
部
支
給  

４
１
，
０
１
０
円

〜
９
，
６
８
０
円

（
所
得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
）

・
子
ど
も
２
人
以
上
の
加
算
額

　

２
人
目
：
５
，
０
０
０
円
、

　

３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き

　
　
　
　
　

３
，
０
０
０
円

入　院

○

○

入院外

○身体障害者手帳 1級・2級
特別児童扶養手当 1級・療育手帳Ａ

身体障害者手帳 3級

１
人
世
帯
（
単
身
）

１
０
０
万
円

２
人
世
帯

１
４
０
万
円

３
人
世
帯

１
８
０
万
円

88平成26年12月


